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ギニアビサウ共和国「ビサオ市小学校建設計画」準備調査（現地調査Ⅰ） 

協議議事録 

 

 

 ギニアビサウ共和国政府より提出された要請に基づき、日本政府は「ビサオ市小学校建設計画」

（以下「プロジェクト」と称する）に関する協力準備調査を行うことを決定し、本調査の実施を

独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」と称する）に委託した。 

 

 JICAは、ギニアビサウ共和国へセネガル事務所所長大久保久俊を団長とする協力準備調査団（以

下「調査団」と称する）を派遣し、2011 年 2 月 27 日より 2010 年 3 月 31 日まで同国に滞在する

予定である。 

 

 協議および現地調査の結果、両者は付属書に記載された主要な項目を確認した。 

 

 

ビサオ市、2011 年 3 月 16 日 

 

 

 

 

   

大久保 久俊 

協力準備調査団 

独立行政法人国際協力機構 

日本 

 

 

 

 

 

Artur Silva 

大臣 

国民教育・文化・科学・青年・スポーツ省 

ギニアビサウ共和国 
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付属書 

１．プロジェクトの目的 

 

本プロジェクトの目的は、ビサオ市の小学校教室施設等を建設することであり、これにより基

礎教育システムの強化に貢献する。 

 

 

２．ギニアビサウ国側実施責任機関 

 

本プロジェクトの責任機関及び実施機関は、国民教育・文化・科学・青年・スポーツ省である。

同省の教育制度調査・計画・評価総局（DGEPASE）及び学校インフラ局（DSIE）が担当部局である。 

 

 

３．対象サイト 

 

本プロジェクトの対象サイトは、別紙 1 のとおり、ビサオ市内に位置する。 

 

４．プロジェクト内容 

 

４‐１ 調査団との協議を通じて、ギニアビサウ国側は別紙 2 に示す内容を最終的な要請内容と

して日本側に提示した。日本側は、最終的に日本の無償資金協力の対象となる協力内容(規模及び

仕様）はサイト調査および国内解析を通じて日本側で決定され、要請のあった全ての内容が必ず

しも計画の対象とはならないことを説明し、ギニアビサウ国側はこれを理解した。また、その際

別紙 3 に記載の選定条件を考慮して事業計画の策定を行うことについてもギニアビサウ国側は理

解した。 

 

４‐２ ギニアビサウ国側は、本プロジェクトが、1997 年に開始し、1998 年に中断した無償資金

協力「小学校建設計画」（以下、既往案件）における学校校舎建設の再開を意図したものであると

説明した。これに対して日本側は、EBU ERNESTO CHE-GUEBARA 校（No.2）、EBU DE PLAQUE I 校（No.13）、

EBE DE ANTULA BONO 校（No.18）については他ドナー等支援により学校校舎の建設が予定されて

いることから対象外とすること、また EBE DE PABDJARA 校（No.19）については占有者が多く、

本事業の対象とすることが困難である旨をギニアビサウ国側に説明し、ギニアビサウ側は右事項

について了解した。これを踏まえて、対象候補サイトは別紙 2 に記載の 20 校から上記 4 校

（No.2,13,18,19)を除く 16 校になることを両者は合意した。 

 

４‐３ 両者は、対象候補サイトの優先順位について別紙 2 のとおり合意した。 

 

４‐４ 井戸は、本プロジェクトの対象外とする。 
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４‐５ ギニアビサウ国側は日本側に対して、施設の維持管理にかかるソフトコンポーネントを

要請した。 

 

 

５．既往案件における対象 20 サイトの経緯 

 

５‐１ 1998 年に既往案件における教室建設が中断されて以降、同案件の対象 20 サイトにおい

ては、他ドナー資金による教室建設、ギニアビサウ国側による仮設教室の建設、占有者によるイ

ンフォーマル活動などが生じている。これを踏まえて、日本側はギニアビサウ国側に対して、全

20 サイトに係る 1998 年以降の経緯についてその概要をレポートにとりまとめ、2011 年 3 月 24 日

までに日本側に提出するように申し入れ、ギニアビサウ国側はこれを了解した。なお、このレポ

ートに記載すべき事項は以下のとおりである。 

＜他ドナー資金による教室建設が行われた場合＞ 

・ 当該ドナー名、当該ドナーとの協議を始めた時期、支援金額、当該ドナーとの合意内容（プ

ロジェクト概要を含む） 

＜不法占有者によるインフォーマル活動が営まれている場合＞ 

・ 占有が始まった時期、占有者に対してギニアビサウ国側が講じた措置及び対応状況 

 

５‐２ 他ドナー資金により既往案件の残存建造物を活用した教室建設がなされているサイトな

ど本プロジェクトの対象とならないサイトの残存建造物に関して、両者は、現在及び将来におい

て何らかの構造的な問題が生じたとしても、当該問題については日本側が責任を負うことはない

ことを合意し、ギニアビサウ国側は、該当ドナーや関係者に対して右事項を説明することを約束

した。 

 

５‐３ 既往案件の残存構造物の扱いについて、日本側はコンクリート・鉄筋の劣化状況を踏ま

えるとこれらを再活用することは技術的に推奨できず、右構造物は撤去することを原則とするこ

とをギニアビサウ国側に説明した。これを受け、ギニアビサウ国側は、残存建造物の撤去、埋め

戻し及び整地に関しては同国側の責任において行うことを了解した。なお、ギニアビサウ国側は、

右工事の実施に当たっては、ノンプロジェクト無償の見返り資金の活用を日本側に対して申請す

る旨の意向を示した。これに対して日本側は、見返り資金を活用する場合、別途の行政承認手続

きプロセスが必要であることを説明し、ギニアビサウ国側はこれを理解した。 

 

５‐４ 調査団は、調査団の意見として、敷地が狭小で、残存構造物の速やかかつ適切な撤去、

埋め戻し及び整地が新規校舎建設の必須条件となる一部のサイト(例えば、1º DE MAIO (No.1))

については日本側負担工事として行うことが工期及び施工品質管理の観点から好ましいと述べた。

これについては、国内解析において日本側によりその可否、内容について決定される。 
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６．日本の無償資金協力制度 

 

６‐１ 日本側は、別紙 4 に記載されている日本の無償資金協力制度について説明し、ギニアビ

サウ国側はこれを理解した。 

 

６‐２ 日本側は、無償資金協力が実施される場合には、プロジェクトの円滑な実施のために別

紙 5 に記載された措置が必要であることを説明し、ギニアビサウ国側は同国が行うべき措置につ

いて確実に実施することを約束した。 

 

 

７．調査のスケジュール 

 

７‐１ 引き続き 2011 年 3 月 31 日までコンサルタント団員が調査を継続する。なお、調査終盤

に業務主任とギニアビサウ国側でテクニカルノートを締結することとする。テクニカルノートに

は、調査後半で明らかになったこと及び確認すべきことについて記載される予定であり、この内

容はミニッツに準じて扱われる。 

 

７‐２ JICA は、事業計画をまとめた協力準備調査報告書（案）を作成したのち、その内容説明

のため 2011 年 8 月-9 月頃にギニアビサウ国へ調査団を派遣する。 

 

７‐３ 報告書（案）がギニアビサウ国側に合意された場合、JICA は協力準備調査報告書を完成

し、これを 2011 年 10 月頃ギニアビサウ国側へ送付する。 

 

 

８．その他協議事項 

 

８‐１ プロジェクトサイトの土地確保 

国民教育・文化・科学・青年・スポーツ省は、ビサオ市役所と共同で、対象候補サイトの土地

使用権に係る見解及び関連する土地使用権証書を 2011 年 3 月 24 日までに調査団に提出すること

を約束した。 

 

８‐２ 安全対策措置 

日本側は調査活動を行うにあたり必要な安全対策措置を講ずることをギニアビサウ国側に依頼

し、ギニアビサウ国側は同意した。 

 

８‐３ 予算措置 

プロジェクト実施に必要なギニアビサウ国側負担事項について、ギニアビサウ国側は確実に予

算措置を行うことを約束した。 

 

８‐４ 施設・機材の運営維持管理 
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ギニアビサウ国側は、建設が終了するまでに、学校運営に必要かつ十分な教職員を配置するこ

と、および本件によって生じる施設・機材の維持管理に必要な予算、人員を確保することを約束

した。 

 

８‐５ 教育制度改革 

 ギニアビサウ国側は、教育制度基本法、教員職務規定、高等教育・学術調査研究法、教育 3 ヵ

年開発計画（2011-2013）、その他法令及び規定（高等師範学校、国立行政学校）など、政策や規

定の策定及び承認や、学校統計（2009/2010）の完成などを通じて、教育制度改革に取り組んでき

ている。この関連情報は調査団に提供され、必要に応じて事業計画に反映させられる。 

以上 
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別紙１：対象サイト 

別紙２：最終要請内容 

別紙３：選定条件 

別紙４：無償資金協力制度の概要 

別紙５：両国政府によってとられる主な措置 
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別紙１：対象サイト 

 

※地図に示された番号は、別紙２の番号に対応する。 
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別紙２：最終要請内容 

 

１）要請校リスト 

 

既存/新設 対象外の理由 

番号 学校名 学区 既存

校 

新設

校 

ギ国側

の優先

順位 

対象外と

なる学校 
他ドナー 

支援 

占有者

の存在 

1 1º DE MAIO 1 !  C    

2 EBU ERNESTO CHE-GUEBARA 2 !   ! !  

3 EBU DE PATRICE LUMUMBA 3 !  A    

4 AMIZADE GUINEE-BISSAU SUECIA 4 !  A    

5 EBU 5 DE JULHO 4 !  A    

6 EBU DE BRA 5 !  B    

7 EBU DE CUNTUM I 5 !  A    

8 EBE/EBC DE BAIRRO MILITAR 5  ! A    

9 EBU DE PLAQUE II 5 !  B    

10 EBU DE PLUBA 1  ! C    

11 EBU DE ANTULA 1  ! C    

12 EBE DE BISSAQUE 5 !  A    

13 EBU DE PLAQUE I 5 !   ! !  

14 EBU DE HAFIA 5  ! A    

15 EBU DE CUNTUM II (Anexo Cuntum I) 5 !  B    

16 
EBU DE CUNTUM DE CUNTUM 

MADINA II 
5  ! A    

17 
EBE DE CUNTUM DE CUNTUM 

MADINA II 
5  ! C    

18 EBE DE ANTULA BONO 1  !  ! !  

19 EBE DE PABDJARA 1  !  !  ! 

20 EBE DE PLUBA 1  ! B    

Número das escolas     4 3 1 

※A：優先順位１、B：優先順位２、C：優先順位３ 

 

 

２）施設及び機材のコンポーネント 

＜施設＞ 教室、校長室、倉庫、便所 ※井戸は除外する。 

＜機材＞ 児童用椅子・机、教師用椅子・机、ロッカー 
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別紙３：選定条件 

 

 

（a） 土地所有権または使用権が書面で確認できること及び土地に係る係争がないこと 

（b） 他ドナーまたはギニアビサウ国政府による整備計画との重複がないこと 

（c） 自然災害による被災可能性や治安上の問題がないこと 

（d） 施工及び施工監理上の支障がないこと 

（e） 十分な就学需要が確認されること 

（f） ギニアビサウ国側の予算措置及び人員配置がなされること 

（g） 日本側の予算が確保されること 
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別紙４：無償資金協力制度の概要 

 

 無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助であり、被援助国が自

国の経済・社会の発展のために役立つ施設、資機材及び役務（技術あるいは輸送等）を調達する

のに必要な資金を我が国関連法令に従って、贈与するものである。日本国で政府が資材・機材、

設備等を直接に調達し現物供与する形態はとっていない。 

 

 

１．無償資金協力実施の手順 

我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 

 

・協力準備調査   JICA により実施 

・審査及び承認   日本国政府及び JICA による審査、閣議による承認 

・実施の決定    日本国政府と被援助国間の口上書交換 

・贈与契約     JICA と被援助国間の契約締結 

・実施       贈与契約に基づくプロジェクトの実施 

 

 

２．調査の位置づけ 

（1）調査の内容 

 JICA が実施する協力準備調査の目的は、JICA 及び日本国政府が無償資金協力の審査を行う際に

必要な基礎的資料（判断材料）を提供することであり、その内容は以下のとおりである。 

‐ プロジェクトの背景、目的、効果並びに実施に必要な被援助国側関関係機関の能力の確認 

‐ 無償資金協力実施の妥当性について技術面、財政面、社会・経済面での検証 

‐ プロジェクトの基本構想について双方で確認 

‐ プロジェクトの概略設計策定 

‐ 概略事業費の積算 

 

なお、要望された内容が全てそのまま協力の対象となるのではなく、我が国の無償資金協力のス

キーム等を勘案し、基本構想が確認される。 

また、無償資金協力として実施するに当たって、JICA は被援助国側の自助努力を求める立場から

被援助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以外の所管事項である場

合であってもその実施の担保を求めるものであり、最終的には被援助国政府の関係する機関全て

との確認をミニッツにより行う。 
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３．日本の無償資金協力のスキーム 

（1）交換公文（E/N）及び贈与契約（G/A） 

 無償資金協力が閣議によって承認の後、交換公文（E/N）が日本国政府と被援助国政府との間で

署名され、引き続き JICA と被援助政府との間で贈与契約（G/A）が締結される。G/A は支払条件、

被援助国の責務、調達条件といった、当該プロジェクトの実施に必要とされる条項を定めるもの

である。 

 

 

 

（2）コンサルタントの選定 

技術的一貫性を保つため、協力準備調査を実施したコンサルタントは、E/N 及び G/A の後の当該

プロジェクトに引き続き従事するため、JICA によって被援助国へ推薦される。 

 

（3）調達適格国 

無償資金協力の資金は、原則として、日本国又は被援助国の生産物ならびに日本国民又は被援助

国民の役務を購入するために使用される。なお、無償資金協力の資金は JICA 及び被援助国政府（又

は政府が指定する当局）が必要と認める場合には第三国（日本国又は被援助国以外）の生産物の

購入又は役務の購入にも使用することが可能である。但し、無償資金協力を実施するに当たって

必要とするプライムコントラクター、即ち、コンサルタント、施工業者及び調達業者は「日本国

民」に限定される（ここでいう「日本国民」という語は日本国の自然人又はその支配する日本国

の法人を意味する）。 

 

（4）「認証」の必要性 

被援助国政府（又は政府が指定する当局）が行う「日本国民」との契約は「円貨建」で締結され、

かつ、JICA による「認証」を必要とする。「認証」は贈与財源が日本国民の税金であることによ

る。 

 

（5）被援助国に求められる措置 

無償資金協力が実施されるに際して被援助国政府は別紙のような措置等が求められる。 

 

（6）「適正使用」 

無償資金協力により建設される施設及び購入される機材が、適正かつ効果的に維持され、使用さ

れること、並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。また、無償資金協力によって負担

される経費を除き必要な維持・管理費全ての経費を負担すること。 

 

（7）「輸出及び再輸出」 

無償資金協力により購入される生産物は被援助国より輸出あるいは再輸出されてはならない。 

 

（8）銀行取極（B/A） 

a) 被援助国政府（又は指定された当局）は日本国内の銀行に被援助国政府名義の口座を開
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設する必要がある。JICA は認証された契約に基づいて被援助国政府又は政府が指定する当局が負

う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に「日本円」で支払うことにより無償資金協力を実施

する。 

b) JICA による支払いは被援助国政府又は政府が指定する当局が発行する「支払授権書

（A/P）」に基づいて「銀行」が支払請求書を JICA に提出した時に行われる。 

 

（9）支払授権書（A/P） 

被援助国政府は、銀行取極を締結した銀行に対し、支払授権書の通知手数料及び支払い手数料を

負担しなければならない。 

 

（10）社会環境配慮 

被援助国政府は当該プロジェクトに対して社会環境配慮を確保しなければならない。また、被援

助国の環境規制及び「JICA 社会環境配慮ガイドライン」に従わなければならない。
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FLOW CHART OF JAPAN's GRANT AID PROCEDURES 
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別紙５：両国政府によってとられる主な措置 

No. Items
To be covered

by Grant Aid

To be covered

by Recipient

Side

1

!

2

1) The building !

2) The !ates  and fences  in and around the s ite !

3) The parking lot !

4) The road within the s ite !

5) The road outs ide the s ite !

3

1) Electricity

a. The dis tributing power line to the s ite !

b. The drop wiring and internal wiring within the s ite !

c. The main circuit breaker and transformer !

2) Water Supply

a. The city water dis tribution main to the s ite !

b. The supply sys tem within the s ite (receiving and elevated tanks) !

3) Drainage

a. The city drainage main (for s torm sewer and others  to the s ite) !

b. The drainage sys tem (for toilet sewer, common was te, s torm drainage and others ) within !

the s ite

4) Gas  Supply

a. The city gas  main to the s ite !

b. The gas  supply sys tem within the s ite !

5) Telephone Sys tem

a. The telephone trunk line to the main dis tribution frame/panel (MDF) of the building !

b. The MDF and the extens ion after the frame/panel !

6) Furniture and Equipment

a. General furniture !

b. Project equipment !

4

1) Marine (Air) transportation of the Products  from Japan to the recipient country !

2) Tax exemption and cus tom clearance of the Products  at the port of disembarkation !

3) Internal transportation from the port of disembarkation to the project s ite "!# "!#

5

!

6

!

7

!

8

!

9

1) Advis ing commiss ion of A/P !

2) Payment commiss ion !

(B/A : Banking Arrangement,  A/P :  Authorization to pay)

To bear the following commiss ions  paid to the Japanese bank for banking services  based upon the

B/A

To ensure that the Facilities  and the products  be maintained and used properly and effectively for the

implementation of the Project

To bear all the expenses , other than those covered by the Grant, necessary for the implementation of

the Project

to secure lots  of land necessary for the implementation of the Project and to clear the s ites ;

To provide facilities  for dis tribution of electricity, water supply and drainage and other incidental

facilities  necessary for the implementation of the Project outs ide the s ites

To ensure that cus toms duties , internal taxes  and other fiscal levies  which may be imposed in  the

recipient country with respect to the purchase of the products  and the services  [( "#$%&'( ) be

exempted] / [( )$*+,- (./01 )$%&'( )be borne by the Authority without us ing the

Grant]

To accord Japanese nationals  whose services  may be required in connection with the supply of the

products  and the services  such facilities  as  may be necessary for their entry into the recipient country

and s tay therein for the performance of their work

To ensure prompt unloading and cus toms clearance of the products  at ports  of disembarkation in the

recipient country and to ass is t internal transportation of the products

To cons truct the following facilities
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金澤 由紀子
残存構造物撤去に係る詳細調査
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ギニアビサウ共和国「ビサオ市小学校建設計画」協力準備調査 

（現地調査 II）に係るテクニカルノート 

 

 

独立行政法人国際協力機構(以下、JICA と称する)は、ギニアビサウ共和国(以下、ギ国と称する)よ

り要請のあった｢ビサオ市小学校建設計画｣(以下、本プロジェクトと称する)にかかる協力準備調査（現

地調査Ⅱ）の調査団(以下、調査団と称する)を 2011 年 9 月 12 日から 9 月 20 日までギ国に派遣した。 

 

 協議および現地調査の結果、両者は別紙の付属書に記載された項目を確認した。 

 

 ビサオ市、2011 年 9 月 19 日 

 

 

 

 

千品 富英 

業務主任 

JICA協力準備調査団 

日本 

 

 

 

                      

アントニオ・サニ 

総局長 

入札総局 

財務省 

ギニアビサウ共和国 

 

 

 

 

マリオ・ノゾリーニ 

総局長 

教育制度調査・計画・評価総局 

国民教育・文化・科学・青年・スポーツ省 

ギニアビサウ共和国 

 

 

                     

ヴァスコ・ダ・シルヴァ 

総局長 

計画総局 

経済・企画・地域統合省 

ギニアビサウ共和国 

 

 

                     

ロロ・ニャガ 

局長 

学校インフラ局 

国民教育・文化・科学・青年・スポーツ省 

ギニアビサウ共和国 
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付属書 

 

1. 背景 

 本プロジェクト対象サイトは、1998 年の内戦により中断した「小学校建設計画」（以下、既往案

件と称する）のサイトであり、既往案件で建設途中であった基礎や壁等の構造物（以下、残存構造

物と称する）が残存している。 

2011 年 3 月の協力準備調査（現地調査Ⅰ）において、コンクリート・鉄筋の劣化状況から構造物

を撤去する必要があること、ギ国側が構造物撤去、埋め戻し、整地工事を同国側の責任で行うこと

が合意された。ギ国側は、本プロジェクト本体工事を受注する本邦施工業者との間で交わされる、

残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事契約に係る費用をノンプロジェクト無償資金協力の見返り

資金から賄うことを日本政府に申請した（口上書 Ref4./GSECI/011、2011 年 6 月 30 日付）。同申請

に対して、2011 年 7 月に日本政府から承認する旨の通知がギ国側になされた。 

本プロジェクトの協力準備調査（報告書案概要説明調査）に先立ち、ノンプロジェクト無償資金

協力見返り資金によりギ国側が実施する撤去、埋め戻し、整地工事に係る契約形態等を確認するた

め、本調査団が派遣された。 

 

 

2. 残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事に係る契約相手方の選定方法 

残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事が本プロジェクトによる学校建設のために必要不可欠と

判断されるサイトに関し、それら工事に係る契約をギ国側は本プロジェクト本体工事を受注する日

本施工業者と交わす。本プロジェクト本体工事が両国政府間の取極めに基づいて実施されることに

鑑み、ギ国側は、残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事に係る入札等の業者選定手続を一切行わ

ずに、本プロジェクト本体工事を受注する本邦施工業者を残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事

に係る契約相手方とする。 

なお、プロジェクト対象サイトのうち、いずれのサイトが、残存構造物の撤去、埋め戻し、整地

工事が本プロジェクトによる学校建設のために必要不可欠であるかは、協力準備調査（報告書案概

要説明調査）において確認される。 

 

 

3. 残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事に係る契約条件 

調査団は、本プロジェクト本体工事が両国政府間の取極めに基づいて実施されることに鑑み、残

存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事を本プロジェクト本体工事と同様に免税とするための措置を

取ることをギ国側に要請した。それに対し、ギ国側は、コミュニティー連帯税（PCS）、コミュニテ

ィー税(PC)、統計税（RS）以外の全ての税を免税とすると回答した。本邦施工業者は、残存構造物

の撤去、埋め戻し、整地工事のため、ギ国での法人登録を必要とされない。その他、本邦施工業者

は、本プロジェクト本体工事と同等の便宜供与を残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事のために

ギ国側から受ける。 

 

 

4. 残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事の施工監理体制 

 本プロジェクト実施に携わる邦人コンサルタントは、残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事の

施工監理には携わらない。 

 残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事は高度な技術を必要としないので、同工事に係る施工監



D-44 

理は、ギ国側の責任のもと、ギ国教育省学校インフラ局が直接担当する。同施工監理に係る費用は、

ノンプロジェクト無償資金協力の見返り資金から支出されず、ギ国政府の一般政府予算から賄われ

る。 

 

 

5. 残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事に係る契約書案及び契約書の作成言語 

 残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事に係る契約書は仏語で作成する。ギ国側は、同契約書を

ギ国の公用語である葡語に翻訳すべきであり、ギ国側が必要に応じて参考資料として葡語訳を作成

することを表明した。 

 両者は、残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事に係る契約書本文案を別添 1 のとおり確認した。

また、ギ国側は、同契約に係る積算案の作成を調査団に要請し、調査団は別添 2 のとおり参考資料

としてギ国国民教育・文化・科学・青年・スポーツ省（以下、教育省と称する）に提出した。ギ国

側は、残存構造物の位置を示す図の提示を調査団に要請し、調査団は別添 3 のとおり参考資料とし

てギ国教育省に提出した。 

 

 

6. 秘密条項 

両者は、本プロジェクト本体工事の入札手続が完了するまでの間、本テクニカルノートの別添資

料一式を秘密とすることを確認した。 

 

 

7. その他協議事項 

(1) ギ国教育省は、ノンプロジェクト無償資金協力見返り資金専用口座を開設し、2011 年 10 月 10

日までにギ国財務省に伝達する。また、ギ国側は、その他、同見返り資金活用のためのあらゆ

る必要な措置をとることを確約した。 

(2) ギ国側は、残存構造物の撤去、埋め戻し、整地工事に係る契約を、本プロジェクト本体工事を

受注する本邦施工業者と交わすためのあらゆる必要な措置をとることを確約した。 

 

 

8. 今後のスケジュール 

(1) ギ国側は、別添の契約書案等をもとに、2011 年 10 月 12 日までに、残存構造物の撤去、埋め戻

し、整地工事に係る契約書及び契約書付属資料を仏語で作成し、JICA セネガル事務所に提出す

る。 
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